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土地利用段階土地の権利取得段階

根拠法（注１） 土地利用の規制手段
（例）（注２）

利用規制の対象となる
土地

把握の方法
規制等の内容

取得情報の
把握対象

・届出により所有者
の氏名、利用目的等
を把握
・指導・勧告等

全国の
大規模な土地

国土利用計画法

全地域
・登記申請により
所有者の氏名等を把
握

登記申請がされた
全国の土地

不動産登記法

・1000㎡以上※１の開発行為※

２には許可が必要

※１三大都市圏の既成市街地等で
は500㎡以上
※２主として建築物の建築又は特
定工作物の建設の用に供する目的
で行う土地の区画形質の変更

市街化区域

都市計画
区域

都市計画法
都市
地域

・面積を問わず開発行為には
許可が必要

市街化調整区域

・3000㎡以上の開発行為には
許可が必要

非線引都市計画区域

・面積を問わず開発行為※に
は許可が必要
・農地法上、農地転用は原則
不許可

※宅地の造成、土石の採取その
他の土地の形質の変更又は建築
物その他の工作物の新築、改築
若しくは増築

農用地区域内
（農振青地地域）

農業振興
地域

・農地法に基づく
許可申請等により
所有者の氏名等を
把握

農地
農業地域に

かかわらず全地域

農業振興地域の
整備に関する法律

農地法

農業地域には農地と
非農地が含まれる

農業
地域

・必要に応じて勧告
・農地法上、優良農地の転用
は原則不許可

農用地区域外
（農振白地地域）

土地の権利取得時の情報把握、土地利用規制の例①
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土地利用段階土地の権利取得段階

根拠法（注１） 土地利用の規制手段
（例）（注２）

利用規制の対象となる
土地

把握の方法
規制等の内容

取得情報の
把握対象

・伐採や土地の形質の変更等は
許可を受けた場合等を除き禁止

保安林

地域森林計画
対象民有林

・届出により所有者の
氏名等を把握地域森林計画対象

民有林

森林法森林
地域

・一定規模を超える開発行為※

には許可が必要

※土石又は樹根の採掘、開墾その
他の土地の形質を変更する行為
（１㏊超（太陽光発電設備は0.5㏊
超）等）

・伐採には届出が必要

（保安林以外の）

地域森林計画
対象民有林

・工作物の新築等を行う場合、特別保護地区・
特別地域は許可、普通地域は届出（必要な限度
において当該行為について禁止・制限・措置命
令ができる）が必要

国立公園等自然公園法

自然
公園
地域

・工作物の新築等を行う場合、原生自然環境保
全地域及び自然環境保全地域特別地区は許可、
同地域普通地区は届出（必要な限度において当
該行為について禁止・制限・措置命令ができ
る）が必要

自然環境保全地域
等

自然環境保全法

自然
保全
地域

土地の権利取得時の情報把握、土地利用規制の例②

（注１）上記以外の法令（例：重要土地等調査法）により取得時の情報把握や土地利用規制が行われることがある。
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森林地域には地域
森林計画対象民有
林と国有林が

含まれる

（注２）例外的に許可等が不要となる場合もある。



国土利用計画法について



権限主体運用状況勧告内容対象取引面積時期規制手段区域指定要件等区域

都道府県
政令市

なし
・利用目的や価格の変更
・契約締結の中止
→従わないときは公表可

（事後届出制度と同じ）
契約
締結前

事前届出
地価の相当程度の上昇等
（都道府県知事等が指定）

注視区域

都道府県
政令市

１村
（東京都
小笠原村）

・利用目的や価格の変更
・契約締結の中止
→従わないときは公表可

都道府県知事等が規則で定
める面積以上

契約
締結前

事前届出
地価の急激な上昇等

（都道府県知事等が指定）
監視区域

都道府県
政令市

なし
利用目的や価格が適正でない
場合は勧告ではなく不許可区域内の全ての土地取引

契約
締結前

許可
投機的取引の集中、地価の急

激な上昇等
（都道府県知事等が指定）

規制区域

国土利用計画法の土地取引規制について

権限主体勧告内容対象取引面積時期規制手段

都道府県
政令市

・利用目的の変更
→従わないときは公表可

市街化区域：2,000㎡以上
その他の都市計画区域：5,000㎡以上
都市計画区域外：１ha以上

契約締結後
２週間以内事後届出

【土地取引事後届出制度】（全国を対象） 【監督等】届出に係る土地への立入検査等
【罰 則】届出義務違反に対する６月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

※注視区域、規制区域については指定実績なし。

・大規模な土地の有償取引について、事後届出によりその利用目的を把握し、土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しているかを審査

【土地取引事前届出制度・許可制度】（指定区域のみ対象）

・都道府県知事が指定した区域内における土地の有償取引について、事前届出等により、主に取引価格について審査

【監督等】報告の徴収（監視区域のみ）、届出に係る土地への立入検査等
【罰 則】届出義務違反に対する６月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等

・審査の実効性を高める観点から、届出事項を追加する省令改正を実施
（１）土地等の権利取得者の国籍を届出事項として追加（令和７年７月１日施行）

①個人については、国籍、②法人については、法人設立にあたって準拠した法令を制定した国
（２）土地等の権利取得者が法人の場合、法人の代表者等の国籍を届出事項として追加（令和８年４月１日施行）

①法人の代表者の国籍、➁法人において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍、③法人において同一国籍の者が議決権の過半
数を占める場合、その国籍

※不動産登記法、森林法、重要土地等調査法、農地法についても不動産取得者の国籍等の把握を実施
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【根拠法】国土利用計画法（昭和49年法律第92号）

【目 的】土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引
の規制に関する措置の強化を図る(法第11条）

【届出等による把握事項】氏名・住所、土地の所在・面積、権利の種別・内容、対価の額、土地利用目的 等



国土利用計画法の変遷

・価格高騰を背景として、大規模な土地について事前届出制度により価格審査。
・価格が著しく高騰している地域については、規制区域により大規模土地取引を許可制に。

・都心商業地を中心に発生した地価の高騰が大都市圏の商業地から周辺の住宅地にも波及し、
国民生活に様々な弊害を及ぼす中、小規模な土地取引についても事前届出が義務付けられる
よう、監視区域制度を設立。

・バブル後、土地政策の目標は「地価抑制」から「土地の有効利用」へ転換することとなり、従来の
事前届出制を事後届出制に改めた。価格審査機能がなくなり、利用目的審査のみに。

・地価が相当程度上昇している区域に限り従来のような事前届出制とする注視区域制度を創設。

※機関委任事務廃止に伴う各種通知の位置づけの変更
平成11年の地方分権一括法による機関委任事務の廃止に伴い、国への情報提供を義務づけた各種
通知は任意の協力提供を求める技術的助言へ。
また、「無届取引等の事務処理について（昭和54年12月24日付54国土利第401号)）」は失効となった。

昭和49年（国土利用計画法の制定）

昭和62年（監視区域制度の設立）

平成10年（事後届出制度への移行、注視区域の設立）
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事後届出制 手続のフロー
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土地取引規制実態統計（国土利用計画法に基づく届出データ）

都道府県＊・政令指定都市

約1.9万件／年 （R6年）

・全国集計データ作成
・国土交通省HPに統計公表

国土利用計画法
に基づく届出書

提出

実態統計処理ツール（都道府県等） 実態統計処理ツール（国）

必要な項目のデータ
取り込み

○ 大規模な土地取引に係る国土利用計画法に基づく届出のデータを元に、全国及び地域別の土
地取引状況の収集・分析等を行い、「土地取引規制実態統計」として国土交通省HPに公表すると
ともに、国の施策の企画・立案に活用している。

国土交通省

【国への報告情報】

・受理年月日、取引主体区分、
・取引主体の住所
・土地の所在地、利用目的 等

＜令和７年７月追加＞
土地等の権利取得者の国籍
（法人の場合は設立準拠国）

＜令和８年４月追加＞
土地等の権利取得者が法人の場合
代表者の国籍、
役員・株主の過半を占める国籍

＊権限移譲により一部市町村において実施

【土地取引規制実態統計の公表ページ】
届出者
（譲受人）
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事後届出の事務執行体制について

事務執行体制 都道府県の事例
●北海道

（2024年届出件数1,236件 年間処理件数約88件/人）

・道の出先機関である総合振興局地域政策課に14名配置

・全て他業務と兼務 （14の総合振興局に1名ずつ配置）

●千葉県
（2024年届出件数718件 年間処理件数約359件/人）

・本庁の県土整備部用地課土地取引調査室に、2名配置
・地価公示、地価調査、公拡法、不動産鑑定業の登録等の業務を兼務

●神奈川県
（2024年届出件数件 454件 年間処理件数約65件/人）

・本庁の政策局政策部土地水資源対策課地価対策グループに7名配置
・地価公示、地価調査、公拡法、地価情報等の業務を兼務

※上記道県の届出件数は指定都市への届出分を含まない

事務執行体制 指定都市の事例
●浜松市

（2024年届出件数205件、年間処理件数約68件/人）
・都市整備部土地政策課に2名配置
・地価公示、地価調査、公拡法、相続土地国庫帰属制度、
所有者不明土地関連等の業務を兼務

●相模原市
（2024年届出件数155件、年間処理件数約39件/人）

・都市建設局まちづくり推進部都市計画課に4名配置
・公拡法、建築協定、地区計画、生産緑地等の業務を兼
務

○ 都道府県では、市町村に権限委譲していない33都道府県の平均で、各自治体３名程度の担当職
員が、一人当たり年間140件程度※の届出を処理。多くの職員は地価調査など他の業務を兼務。

※ 担当職員数 最小 １名 最大 14名

一人当たり年間処理件数 最小 11件/年 最大 543件/年
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国土に関する諸計画の体系

全国レベルの国土利
用のあり方

全国計画

基本とする

都道府県計画

都道府県レベルの国
土利用のあり方

基本とする

市町村レベルの国土
利用のあり方

市町村計画

国

土

利

用

計

画

国土形成計画

全国計画

広域地方計画

国土形成計画法

大都市圏整備に関する計画

・首都圏整備計画

・近畿圏整備計画

・中部圏開発整備計画

各 種 振 興 計 画

・半島振興計画

・山村振興計画

・離島振興計画 等

基
本
と
す
る 即

す
る

都
市
地
域

都市計画法
都 市 計 画 区 域

農
業
地
域

農業振興地域
の整備に関する
法律

農 業 振 興 地 域

森
林
地
域

森林法

自
然
公
園
地
域

自然公園法

自
然
保
全
地
域

自然環境
保全法

即する

適合する

都道府県レベルの土地利用の
調整と大枠の方向付け

(1)計画図(５万分の１)
・都 市 地 域
・農 業 地 域
・森 林 地 域
・自然公園地域
・自然保全地域

(2)計画書
土地利用の調整等に関す

る事項

土地利用基本計画

（全都道府県策定）

土地取引の規制
・許可基準
・勧告基準

一体として
作成する

計画への多様な主体の
参画

・地方公共団体から国への
計画提案

・国民の意見を反映させる
ための必要な措置

国
土
の
利
用
に
関
し

て
基
本
と
す
る

国
土
の
利
用
に
関
し

て
基
本
と
す
る

国
土
の
利
用
に
関
し

て
基
本
と
す
る

R5.7.28 閣議決定
R5.7.28 閣議決定

国 有 林

民 有 林

都道府県立自然公園

国 立 公 園 ・ 国 定 公 園

自 然 環 境 保 全 地 域

都 道 府 県 自 然
環 境 保 全 地 域

原生自然環境保全地域

土 地 基 本 法

市町村基本構想

国土利用計画法
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地 域 区 分 国土利用計画法上の規定 運用指針の記述

都市地域
一体の都市として総合的に開発し、

整備し、及び保全する必要がある地域

都市計画法第５条により都市計画区域
として指定されている又は指定されるこ
とが予定されている地域

農業地域
農用地として利用すべき土地があり、

総合的に農業の振興を図る必要があ
る地域

農業振興地域の整備に関する法律第
６条により農業振興地域として指定され
ている又は指定されることが予定されて
いる地域

森林地域
森林の土地として利用すべき土地があ

り、林業の振興又は森林の有する諸機
能の維持増進を図る必要がある地域

森林法第２条第３項に規定する国有林
の区域又は同法第５条第１項の地域森
林計画の対象となる民有林の区域とし
て定められている又は定められることが
予定されている地域

自然公園地域 優れた自然の風景地で、その保護及
び利用の増進を図る必要があるもの

自然公園法第２条第１号の自然公園
（国立公園、国定公園及び都道府県立
自然公園）として指定されている又は指
定されることが予定されている地域

自然保全地域 良好な自然環境を形成している地
域で、その自然環境の保全を図る必
要があるもの

自然環境保全法第14条の原生自然環
境保全地域、同法第22条の自然環境保
全地域又は同法第45条第１項に基づく
都道府県自然環境保全地域として指定
されている又は指定されることが予定さ
れている地域

各地域区分の定義等
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(単位：千ha，％)

割 合 割 合

51.6 47.9

5.4 6.2

13.7 11.3

31.7 29.6

0.8 0.9

0.0 0.0

47.6 51.0

9.6 11.1

3.6 3.6

17.3 17.0

8.6 10.3

3.8 4.4

0.8 1.1

資料：国土交通省調べ

注：割合は、国土面積に対する比率である。

うち都市と農業

重複のない地域 計

重複地域 計

白地地域

うち都 市

農 業

森 林

自然公園

自然保全

都市と森林

農業と森林

森林と自然公園

1

17,685

19,159

1,998

5,075

1,414

昭和51年8月

304

3,559

1,333

6,423

3,192

11,790

294

402

19,033

4,136 

1,352

6,333

3,831 

1,658

4,207

令和7年3月

面 積 面 積

都市と農業と森林

11,029

327

1

17,862

2,298

五地域区分の指定状況
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国土利用計画法の届出と不動産登記の差異

不動産登記国土利用計画法の届出

国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資する適切かつ合理的な土地利用の確保目的

当事者が権利変動につき第三者へ対抗することを可能に都道府県が利用目的等を把握し、必要に応じ、利用目的

変更について勧告することを可能に
情報把握の目的

• 所有権移転等について広範に把握
• 有償、無償問わない（例：贈与契約も対象）
• 移転登記は義務ではない（民法第177条参照）

• 大規模な土地取引について把握
• 有償契約のみ（例：贈与契約は対象外）
• 届出は義務

取引時
情報把
握する
取引の
範囲 相続登記を行う義務あり相続時に届出義務なし相続時

・地目（土地）
【例】田、畑、宅地、原野、雑種地
・建物用途（建物）
【例】事務所、共同住宅
→抽象的な用途を把握可能

・利用目的
【例】生産施設、住宅、林業、商業施設 等
→具体的な利用目的を把握可能
※ 取引時点において具体的な利用目的が定まっていない場合、
「資産保有目的」として記載されることあり。

把握内容

・土地の用途については土地についての権利移転後、建物の用
途については、建物建築後
→ 建物の用途については、土地取引時点では把握不可

・土地の用途、建物の用途ともに、土地取引時点で把握可能
（契約から２週間以内に届出義務あり）
→建物の用途についても、土地取引段階で把握可

把握するタイミング

約157万件（令和６年。国交省調べ）18,705件（令和６年）
※全国の総取引件数約157万件の1.2％、面積ベースで30.8％）

把握している件数

登記事項証明書は誰でも請求可能
※手数料納付が必要。

届出情報は閲覧不可情報公開の範囲

○ 土地の地域区分に関わりなく広く土地取得に関する情報を把握できる仕組みとしては、国土利用計画法の届出
や不動産登記がある。

○ 国土利用計画法の届出と不動産登記では、目的、情報把握の範囲、把握するタイミング等が異なる。

国土利用計画法の届出と不動産登記の差異

概要
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土地取引規制基礎調査概況調査

【送付情報】

受付月、土地の所在
（大字又は丁目まで）、
全体地積、実取引面積、

取引区分 等

都道府県・
政令指定都市

法務省 国土交通省 【データ加工】速やかに提供

登記データ（筆単位・個人情報あり）電算化済
※取引価格情報のアンケート調査に活用

・番号や登記年月日情報等を
基に、筆単位を申請単位にま
とめる

・個人情報（土地所在地の地
番・権利取得者の情報）削除

・都計区域を１件毎に付加

・届出対象面積を抽出し、都
道府県・政令指定都市ごとに
区分

※併せて公開用データ等作成

国土交通省
速やかに送付

○ 土地取引規制基礎調査概況調査において、全国の市区町村を対象に、登記情報に基
づき、毎月全国で取引された土地の総件数や総面積の動向を把握している。統計はホーム
ページに公表している。平成17(2005)年4月より開始。

登記データ（申請単位・個人情報なし・都計区域あり・届出対象面積を抽出) 大規模な土地取引約3.0万件／年（R6年）

国土交通省
ホームページ

登記データ（申請単位・個人情報なし・都計区域あり） 約157万件／年（R6年）

※地域別の
件数と面積を公表

約312万件／年（R6年）

毎月提供

翌々月上旬に
提供
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事後届出に関するデータ集



国土利用計画法に基づく事後届出件数
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地方圏 三大都市圏 総土地取引件数に占める割合（右軸）（件数） （%）

（年）

国土利用計画法に基づく事後届出の面積要件
市街化区域 2,000㎡以上
その他の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

令和6年は18,705件（1.19%）の事後届出提出
※令和８年３月時点

１—１ 全国の届出件数
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国土利用計画法に基づく事後届出面積
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地方圏 三大都市圏 総土地取引面積に占める割合（ha） （%）

（年）

国土利用計画法に基づく事後届出の面積要件
市街化区域 2,000㎡以上
その他の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

令和6年は50,589ha（30.1%）の事後届出提出
※令和８年３月時点

１—２ 全国の届出面積
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国土利用計画法第23条（事後届出）の土地等の取得状況（令和６年）

２ 都道府県別届出件数と届出面積

17

R６届出面積：全50,589ha

R6届出件数：全18,705件



国土利用計画法第23条（事後届出）の土地等の取得状況（令和６年）

３ 圏域別届出件数・届出面積

18

地方圏, 13108件, 70%

東京圏, 2623件, 14%

名古屋圏, 1921件, 10%

大阪圏, 1053件, 6%

圏域別届出件数・割合

地方圏, 44374ha, 88%

東京圏, 3241ha, 6%

名古屋圏, 1452ha, 3% 大阪圏, 1521ha, 3%

圏域別届出面積・割合

R6届出件数：全18,705件 R６届出面積：全50,589ha

東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
名古屋圏：愛知県、三重県
大阪圏：京都府、大阪府、兵庫県
地方圏：上記三大都市圏を除く



国土利用計画法第23条（事後届出）の土地等の取得状況（令和６年）

４—１ 都市計画区域別届出数

19

市街化区域, 5825件, 

31%

市街化調整区域, 4778件, 26%

非線引きの都市計画区域, 

3811件, 20%

都市計画区域外, 4291

件, 23%

都市計画区域別届出件数・割合

2千㎡未満, 

5984件, 32%

2千㎡以上～5千㎡未

満, 4420件, 24%
5千㎡以上～10千㎡未

満, 2660件, 14%

10千㎡以上～50千㎡未

満, 4167件, 22%

50千㎡以上, 

1474件, 8%

面積規模別届出数・割合

R6届出件数：全18,705件



国土利用計画法第23条（事後届出）の土地等の取得状況（令和６年）

４—２ 都市計画区域別届出面積

20

市街化区域, 4620ha, 9%

市街化調整区域, 6615ha, 13%

非線引きの都市計画区域, 

6303ha, 13%

都市計画区域外, 

33051ha, 65%

都市計画区域別届出面積・割合

2千㎡未満, 

473ha, 1%

2千㎡以上～5千㎡未満, 

1338ha, 3%

5千㎡以上～10千㎡未

満, 1861ha, 4%

10千㎡以上～50千㎡未

満, 9264ha, 18%

50千㎡以上, 

37653ha, 74%

面積規模別届出面積・割合

R６届出面積：全50,589ha



国土利用計画法第23条（事後届出）の土地等の取得状況（令和６年）

21

５ 利用目的別届出件数

その他の内訳
・病院等その他の利用目的
・駐車場
・農業・畜産業・水産業
・レクレーション施設 など

生産施設, 

8817ha, 17%

住宅, 

1231ha, 2%

林業, 

17517ha, 35%商業施設, 

1328ha, 3%

資産保有・転売等目的, 

10149ha, 20%

その他, 

11547ha, 23%

利用目的別届出面積・割合

生産施設の内訳

・電気・ガス等供給施設、工場、
倉庫、資材置場など

生産施設, 5062件, 

27%

住宅, 3094件, 

17%

林業, 1925件, 

10%

商業施設, 1815件, 

10%

資産保有・転売等目的, 

2891件, 15%

その他, 3918件, 21%

利用目的別届出件数・割合

R6届出件数：全18,705件 R６届出面積：全50,589ha



国土利用計画法第23条（事後届出）の土地等の取得状況（令和６年）

６ 譲受人業種別届出件数

22

その他の内訳
・林業
・太陽光発電業
・電力 など

個人, 1710件, 9%

不動産業, 6803件, 37%

建設業, 2297件, 12%

金融・保険業, 94件, 1%

製造業, 1745件, 9%

商業, 619件, 3%

運輸業, 883件, 5%

その他, 4554件, 24%

譲受人業種別届出件数・割合

個人, 7379ha, 15%

不動産業, 11215ha, 22%

建設業, 2748ha, 6%

金融・保険業, 633ha, 1%

製造業, 5084ha, 10%商業, 1550ha, 3%

運輸業, 1040ha, 2%

その他, 20939ha, 

41%

譲受人業種別届出面積・割合

R6届出件数：全18,705件 R６届出面積：全50,589ha



国土利用計画法第23条（事後届出）の土地等の取得状況（令和６年）

７ ５地域区分別届出件数・面積

23

※ 都は都市地域、農は農業地域、森は森林地域、公は自然公園地域の地域に該当する届出、その他は５地域
区分に該当する届出、白地は５地域区分に該当しない届出

※ 届出データを基に国土交通省が集計

都, 8145件, 44%

農, 436件, 2%
森, 1792件, 10%

都 農, 3255件, 17%

都 森, 1129件, 6%

農 森, 1482件, 8%

森 公, 163件, 1%

都 農 森, 1589件, 8%

その他, 416件, 2%

白地, 298件, 2%
５地域区分別届出件数・割合

都, 6607ha, 13%

農, 792ha, 

1%

森, 18132ha, 

36%

都 農, 1387ha, 3%
都 森, 3491ha, 7%

農 森, 10934ha, 22%

森 公, 1664ha, 3%

都 農 森, 4913ha, 10%

その他, 1822ha, 3%

白地, 846ha, 2%

５地域区分別届出面積・割合

R6届出件数：全18,705件 R６届出面積：全50,589ha


